
開催セミナーのご案内    

※2022 年新春講演会※  2022年２月４日(金)10：30～12：00 ZOOM ウェビナーで配信 

「新たなチャレンジ」 

第一部「チャレンジと公的支援」 

第二部「再生と承継の選択」 

 

※内容のご質問等については、TEL 0258-36-2685  担当 山口・小山 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ https://www.3d-m.jp/contact/others/ 

 からお願いします。 

 

 

 

・・・文章中のこのマーク   をクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 

 

＜税務＞ 
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ノート注釈
令和4年度(2022年)税制改正で住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除制度)の控除率が１％から0.7％へ引き下げられる予定です。この控除率は令和4年度(2022年)入居開始の新築、中古住宅とも共通です。適用期間は4年間延長され令和7年(2025年)までの適用予定です。

ノート注釈
控除期間は、新築住宅等は13年間、中古住宅は10年間ですが、令和6年(2024年)以降は環境性能などに配慮した認定住宅などは13年間のままですが、一般の新築住宅等は10年間に短縮予定です。

ノート注釈
住宅ローン控除が適用される借入限度額は、新築一般住宅は4,000万円から,3,000万円までと上限額が引き下げらます。更に、令和6年(2024年)以降は新築住宅全般の借入限度額が引き下げられる予定となっています。また、所得要件も年収3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げられます。




